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規 則

障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則
障害者自立支援法施行細則（平成 年北海道規則第 号）の一部を次のように改正する。
第 条の次に次の１条を加える。
（支庁長への委任）

第 条 法第 条第１項に規定する費用の負担の決定に関する事務は、支庁長に委任する。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則をここに公布する。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
北海道規則第 号

北海道漁業近代化資金利子補給規則の一部を改正する規則
北海道漁業近代化資金利子補給規則（昭和 年北海道規則第 号）の一部を次のように改

正する。
第２条第２項の表中「年 パーセント」を「年 パーセント」に改める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。
２ この規則による改正後の北海道漁業近代化資金利子補給規則の規定は、平成 年１月
日以後に知事が利子補給を承認した漁業近代化資金について適用し、同日前に知事が利子
補給を承認した漁業近代化資金については、なお従前の例による。

告 示

北海道告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 落札に係る物品の名称及び数量
北海道本庁舎（地下２階電気室）で使用する電力
予定契約電力
年間予定使用電力量

２ 落札を決定した日
平成 年２月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 株式会社エネット
住 所 東京都港区芝公園一丁目８番 号

４ 落札金額
基 本 料 金 円
電力量料金 円 銭

５ 契約の相手方を決定した手続
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一般競争入札
６ 一般競争入札の公告
平成 年１月９日付け北海道告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道総務部総務課
所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２第２項の規定により、次のように保安林を指
定する予定である。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 稚内市宗谷岬 の３から の７まで・ の （以

上６筆について次の図に示す部分に限る。）
指 定 の 目 的 なだれの危険の防止
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐に係る立木の伐採を禁止する。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
２ 保安林予定森林の所在場所 礼文郡礼文町大字香深村字ヲバシトロマナイ ・

（以上２筆について次の図に示す部分に限る。）
指 定 の 目 的 なだれの危険の防止
指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

主伐は、択伐による。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道宗谷支庁産

業振興部林務課並びに稚内市役所及び礼文町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和 年法律第

号）第 条の規定による通知があった。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林予定森林の所在場所 爾志郡乙部町字潮見 ・ の２・ の２・ の２（以

上４筆国有林。次の図に示す部分に限る。）、 ・ ・
・ ・ （以上５筆について次の図に示す部分に限

る。）、 、 、
２ 指 定 の 目 的 土砂の崩壊の防備
３ 指 定 施 業 要 件

立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部
林務局治山課及び乙部町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

農林水産大臣から、次のように保安林の指定を解除する予定である旨、森林法（昭和 年
法律第 号）第 条の規定による通知があった。

平成 年３月２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 解除予定保安林の所在場所 登別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 道路用地とするため

２ 解除予定保安林の所在場所 登別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 水源のかん養
解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため

３ 解除予定保安林の所在場所 登別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 道路用地とするため

４ 解除予定保安林の所在場所 登別市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
保安林として指定された目的 公衆の保健
解 除 の 理 由 河川管理施設用地とするため
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（「次の図」は、省略し、その図面を北海道水産林務部林務局治山課及び登別市役所に備
え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林

の所在場所
松前郡松前町・福島町（以上２町について次の図に
示す部分に限る。）

保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
松前町・福島町（以上２町について次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
２ 指定施業要件変更予定保安林 松前郡松前町（次の図に示す部分に限る。）

の所在場所
保安林として指定された目的 干害の防備
変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
ア 立 木 の 伐 採 の 方 法

次の森林については、主伐は、択伐による。
松前町（次の図に示す部分に限る。）
その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市
町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道渡島支庁産

業振興部林務課及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道網走土木現業所に備え置いて、告
示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 計呂地若佐線 常呂郡佐呂間町字川西 番１地先から 平成

常呂郡佐呂間町字川西 番地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域

路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
別 砂 川 線 砂川市南吉野町 番地先（河川敷地）から 前 から ――北海道札幌土木現業所 砂川市吉野４条南５丁目 番１地先まで まで

後 から ――まで
美 深 名 寄 線 名寄市字内渕 番１地先から 前 から ――北海道旭川土木現業所 名寄市字内渕 番１地先まで まで

後 から ――まで
士 別 滝 の 上 線 紋別郡滝上町字サクルー原野 番１地先から 前 から ――北海道網走土木現業所 紋別郡滝上町字サクルー原野 番２地先まで まで

後 から ――まで
和訓辺渚滑停車場線 紋別市渚滑町宇津々 番１地先から 前 から ――北海道網走土木現業所 紋別市渚滑町宇津々 番１地先まで まで

後 から ――まで
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北海道告示第 号

都市再開発法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、小 駅前第３ビル周辺
地区市街地再開発組合から次のとおり理事長の氏名及び住所の届出があった。
平成 年３月２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 氏 名 協和総合管理株式会社 代表取締役 山本 秀明
２ 住 所 小 市若松２丁目８番 号

道教育庁十勝教育局告示

北海道教育庁十勝教育局告示第４号

次のとおり一般競争入札（以下「入札」という。）を実施する。
なお、この入札に係る調達は、 年４月 日マラケシュで作成された政府調達に関する

協定の適用を受ける。
平成 年３月２日

北海道教育庁十勝教育局長 矢 花 司
１ 入札に付する事項

調達をする物品等の名称及び数量
北海道帯広農業高等学校畜舎改築に係る物品購入
ア 農業実習用機械類その１ トラクタほか５品目 ６点
イ 農業実習用機械類その２ トラクタほか１品目 ２点
ウ 実験機器類等 メーターほか 品目 点
エ 事務用品類等 スチール戸棚ほか 品目 点
オ 農業機器類等 パーティクルセパレータほか４品目 点
カ 電化製品類等 バキュームクリーナーほか 品目 点
キ 機器類等 ノートパソコンほか５品目 ９点
調達をする物品等の仕様等 入札説明書及び要求仕様書による。
納 入 期 日 平成 年６月 日（金）
納 入 場 所 北海道帯広農業高等学校

２ 入札に参加する者に必要な資格
次のいずれにも該当すること。
平成 年北海道告示第 号に規定する物品の購入等の資格を有すること。
道が行う指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。
当該調達物品に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されてい
ることを証明した者であること。

当該調達物品に関し、要求仕様書に記載の要件等を満たしていることを証明した者で
あること。

３ 条件付一般競争入札参加資格の審査
この入札は、地方自治法施行令（昭和 年政令第 号）第 条の５の２の規定によ

る条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、アからウまでに定め
るところにより、２の 及び に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければ
ならない。
ア 申 請 の 時 期 平成 年３月２日（金）から 日（金）まで
イ 申 請 の 方 法 申請書類の提出先の指示により作成した申請書類を提出しな

ければならない。
ウ 申請書類の提出先 郵便番号 帯広市東３条南３丁目

北海道教育庁十勝教育局企画総務課
審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。

４ 契約条項を示す場所
北海道教育庁十勝教育局企画総務課

５ 入札執行の場所及び日時
入 札 場 所 帯広市東３条南３丁目 北海道十勝合同庁舎４階教育局会議

室（送付による場合は、郵便番号 帯広市東３条南
３丁目 北海道教育庁十勝教育局企画総務課）

入 札 日 時
ア 平成 年４月 日（火）午前 時
イ 平成 年４月 日（火）午前 時 分
ウ 平成 年４月 日（火）午前 時
エ 平成 年４月 日（火）午前 時 分
オ 平成 年４月 日（火）午後１時 分
カ 平成 年４月 日（火）午後２時
キ 平成 年４月 日（火）午後２時 分
（送付による場合は、平成 年４月 日（月）までに必着のこと。）
開 札 場 所 に同じ。
開 札 日 時 に同じ。

６ 入 札 保 証 金
平成 年北海道告示第 号の１の 及び による。

７ 入札説明書の交付に関する事項
交 付 場 所 北海道教育庁十勝教育局企画総務課
交 付 方 法 の場所において交付する。
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なお、郵送による交付を希望する場合は、 ４判用紙が入る
返信用封筒（あて先を明記したもの）及び重量 グラムに見合
う郵便料金に相当する郵便切手を添えて、 あてに申し込むこ
と。
また、電子メールによる交付を希望する場合は、その旨を
あて（メールアドレス： ＠
）に申し込むこと。

８ 落札者の決定方法及び契約書作成の要否
平成 年北海道告示第 号の２の のア及び３の による。

９ そ の 他
平成 年北海道告示第 号の４の 、 、 、 、 、 、 及び によるほか、次

による。
契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 北海道教育庁十勝教育局企画総務課
所 在 地 郵便番号 帯広市東３条南３丁目

電話番号

．

．

．

道 選 挙 管 理 員 会 告 示

北海道選挙管理委員会告示第 号

政治資金規正法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定に基づき、同法第 条第１
項及び同法第 条第１項の規定による政治団体の収入及び支出に関する報告書の要旨を別冊
のとおり公表する。
その別冊は、北海道選挙管理委員会事務局及び各支所に備え置いて一般の閲覧に供する。
平成 年３月２日

北海道選挙管理委員会委員長 土 屋 良 三
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